
発生件数 　１０６３件（前年比　 －３）

死者数 　　　　８人（前年比　 ＋１）

負傷者数

(うち重傷者数)

　１０４４人（前年比　 －８）

（１３１人）（前年比 －３５）

自転車の安全で適正な利用の促進について 

　栃木県内では、令和７年中の
　

     栃木県内の自転車事故の状況（令和７年中） 

自転車が関係する事故は、人身事故 

の約３割を占めています。 

　そのうち自転車の７割以上に 

何らかの法令違反があるため、自転車 

対策が重要な課題となっています。 

　自転車が関係する事故の当事者 

１０７９人のうち、高齢者が３２８人 （３０．４％）と最も多く、次いで高校生が２３５人

（２１．８％）であり、高齢者と高校生で過半数を占めています。 

  事故類型別では、自己転倒などの単独が４４２件（４１．６％）と最も多く、次いで出

会い頭が３１６件（２９．７％）、右左折時事故が２１３件（２０．１％）となっています。

                      

令 和 ８ 年 ５ 月 号

栃木県那珂川警察署

T E L 0 2 8 7 - 9 2 - 0 1 1 0

下 郷 駐 在 所

T E L 0 2 8 7 - 9 3 - 0 4 6 0

　令和８年中の下郷駐在所事件事故発生件数　　　　 刑 法 犯　　　　 ２　件 

（４月３０日現在の手集計）　　　　　　　　　　　 重傷事故　 　　　０　件 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※　重傷・・・１か月以上の治療を要する負傷

自転車の交通違反にも交通反則通告制度（青切符）導入 

　４月１日から自転車の交通違反にも自動車と同じ交通反則通告制度（反則金制度）が適

用となり、規定の違反行為（反則行為）に対し交通反則切符（青切符）による取締りが始

まっています。 

　取り締まり対象は、「携帯電話使用等」や「自転車制動装置不良」などの重大事故につ

ながるおそれが高い違反や、他車に急ブレーキをかけさせるなど交通事故に直結する危険

な行為、２つ以上の違反を同時に行う行為、警察官の指導警告に従わず違反行為を続ける

などの悪質・危険な行為が対象です。（主な違反については裏面に記載） 

よくある質問！！「自転車の歩道通行ルールについて」 

　自転車は原則車道の左端を通行しなければなりませんが、以下の場合は歩道を通行する

ことが出来ます。 

　また歩道を通行する際には右側でも左側でも通行可能ですが、歩道の中央から車道寄り

を、すぐに止まれる速度で進行（徐行）し、歩行者がいれば優先させなければなりません！ 

①　「歩道通行可」を示す標識や道路標示がある場合 

②　１３歳未満の子どもや７０歳以上の人、体の不自由な人の場合 

③　車道で工事をしている、車道の幅が狭く車が多いなど車道通行が 

　危険な場合                                                 道通行可」の標識(左)・道路標示(右) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


